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平成２３年度 第２回足立区地域保健福祉推進協議会 

          「子ども支援専門部会」次第 

 
平成２３年１１月２１日（月） 午後２時～４時 

足立区役所 中央館８階 特別会議室 

 

１ 子ども支援専門部会長挨拶 

 

２ 議事 

 

＜報告事項＞ 

 

１ 児童急増地域の学童保育室の増設について【東和地域】（住区推進課） 

 

２ 学童保育室版Ａ－メールの導入について（住区推進課） 

 

３ 要支援家庭早期発見のための妊娠届出書様式改訂について（保健予防課） 

 

４ 子宮頸がん等ワクチン接種費用助成事業における助成対象ワクチンの追加について（保健予防

課） 

 

５ 平成２４年度版子育てガイドブックの作成について（子ども家庭課） 

 

６ 待機児童解消に向けた保育施設等の整備について（副参事 待機児童対策） 

 

７ 児童遊園を活用した保育施設の整備について（副参事 待機児童対策） 
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平成２３年度 第２回足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」    平成２３年１１月２１日 

件  名  児童急増地域の学童保育室の増設について【東和地域】 

所 管 部 課  区民部住区推進課 

内   容 

児童数が急増し、学童保育室の待機児童が増加している東和地域について、東

渕江小学校に隣接する公園の一部を活用し、学童保育室を移転・増設することに

より待機児を解消するよう調整を進める。 

記 

１ 移転・増設する学童保育室 

東和住区センター分室学童保育室（現：東渕江小学校内・定員３０名） 

２ 設置場所公園名・所在地 

  内谷公園（面積 1274 ㎡、うち使用部分は約 430 ㎡） 

  足立区東和３丁目２０-１６（東渕江小学校隣接） 

３ 施設概要 

   東渕江小学校内学童保育室を廃止し隣地公園内に移転する。その際に現行

の定員３０名１室を定員６０名２室に増設する。平成２４年４月開設予定。 

４ 周辺小学校（東渕江・北三谷小）の状況推移 （予測数含む） 

区 分 
対象学齢児数 

(1 年～3 年) 

申請者

数 

入室数/定員

数(４室) 
必要数 

22 年度 671 人 176 人 150 人/140 人 26～30 人 

23 年度 695 人 185 人 149 人/140 人 36～52 人 

24 年度 705 人 187 人 190 人(５室) -- 

27 年度 746 人 198 人 190 人（同上） -- 

29 年度 776 人 206 人 190 人（同上） -- 

  ※２４年度以降は教育委員会の基礎数字を基に推計した。東和３丁目１２（日立

所有地空地）の予測は除く。 

５ 学童保育室の運営主体 

 現在、学童保育室(東渕江小学校内東和分室)を運営している東和住区センタ

ー管理運営委員会が、引き続き運営する。 

６ 建設関係の予定（案） 

（１）経費 約３，５００万円 

（２）財源 東京都子供家庭支援区市町村包括補助事業及び足立区緊急待機児童対策

基金の活用 

（３）周辺住民への説明 ２３年１１月以降 

７公園の使用期間 

  概ね１０年から１５年程度 

資料 １  
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平成２３年度 第２回足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」    ２３年１１月２１日 

件  名  学童保育室版Ａ－メールの導入について 

所 管 部 課  区民部住区推進課 

内   容 

災害時等学童保育室から保護者への迅速な情報連絡体制を整えるため、携帯電

話等への学童メール配信システムを以下のとおり導入したので報告する。 

記 

１ 配信メール内容 

（１）災害時や不審者等の子どもの安全情報 

（２）学童保室に関する緊急情報 

（３）その他住区推進課長の認める緊急連絡 

 

２ 登録対象者 

学童保育室入室児童の保護者等および児童館特例事業登録児童の保護者等任

意による登録とする。 

また、各住区運営委員会委員、従事者の登録も可能としている。 

 

３ 登録期間 

平成２３年９月１日（木）～平成２４年３月３１日（土） 

 

４ 周知方法 

８月下旬に保護者あてに通知し登録を依頼した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 ２  
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平成２３年度 第２回足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」    平成２３年１１月２１日 

件  名  要支援家庭早期発見のための妊娠届出書様式改訂について 

所 管 部 課  衛生部足立保健所保健予防課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容  

妊娠届出書は母親の年齢や出産予定日などの情報を収集し、主に高齢出産、若年出産の

家庭に対し、出産前後に必要なフォローを行うために活用している。 

しかし、地域で孤立化しやすい区外からの転入者や外国人、母子家庭、あるいは心配や

不安が大きい方には、妊娠中からの早期支援が必要な場合がある。 

そのため、妊娠届出書の様式を一部変えて、孤立に陥るリスクがわかる項目を追加する

と同時に、不安や心配事に関する記載欄を設け、支援が必要と認められる場合、妊娠中か

ら訪問等の支援を開始する。 

 

記 

１ 使用開始日    

１１月１日（火） 

 

２ 変更内容 

従来の妊娠届出書の内容に、区内居住年数や生活状況、不安や心配事を記載する欄

等を追加 ※別紙のとおり。 

 

３ 提出場所 

母子健康手帳交付窓口（保健予防課、各保健総合センター、各区民事務所） 

 

４ 問題点・今後の方針 

現在の妊娠届出書は、日本語表記の書式のみである。今後は、外国人の方も記入し

すいように、外国語による記載ガイドを作成していく。 

 

 

 

資料 ３  
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※ ※ 

※ 

※ 

      

ふりがな 

妊婦氏名 

 
年 

齢 

 

  年  月  日生 

（    歳） 

職 

業 

 

居住地 

 

足立区       丁目       番      号 

 

日中連絡がとれる電話   （    ）     

区内居住年数 

 

   年  月 

妊娠週数 
満   週 

（  か月） 

出産 

予定日 
  年  月  日 

いままでの出産 

なし・あり（上に   人） 

受診した・受診していない 
性病に関する 

健康診断（血液検査） 

結核に関する 

健康診断 

 

 

医師または

助 産 師の 

診   断 

施設名 

 

所在地   

 

氏名 

受診した 

受診していない 

受診した 

受診していない 

ふりがな 

世帯主氏名 

 

同居の家族（    ）人 

上記のとおり届け出ます。 

足立区長 あて     年  月  日 

氏名 

☆ 足立保健所（管轄の保健総合センター）から妊娠・出産・育児に関することで上記に記載された電話番

号へご連絡させていただく場合があります。 

 

□心配なこと不安なことがありましたら、ご記入ください。 

★ 今後の妊娠中の生活について（赤ちゃんのこと 自身の体調 医療に関すること 精神面など） 

 

★ 家族（ 夫・親・子ども）について 

 

★ 生活費・養育費などや出産後の仕事などについて 

 

★ その他 

 

 

（上記に係わる情報は、健康支援以外の目的では使用しません。） 

ご協力ありがとうございました。相談に関しては、管轄の保健総合センターにご連絡ください。 

 

ＮＯ ＮＯ 

（提 出 用） 

□現在自宅でたばこを吸う人がいますか  いいえ  はい‥本人・夫・その他の家族（      ） 

23-6500 

※印欄は該当するものを○で囲んでください｡ 

妊 娠 届 出 書 

資料 ３（別紙） 
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平成２３年度 第２回足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」    平成２３年１１月２１日 

件  名  子宮頸がん等ワクチン接種費用助成事業における助成対象ワクチンの追加について 

所 管 部 課  衛生部 足立保健所 保健予防課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容  

国から「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の対象ワクチンの追加について」の通

知を受けたことに伴い、下記のとおり対応を行っている。 

記 

１ 追加対象ワクチン 

子宮頸がんワクチン「ガーダシル」（４価ワクチン） 

※既存子宮頸がんワクチン「サーバリックス」（２価ワクチン）。ガーダシルは、サ

ーバリックスに含まれる子宮頸がん予防抗原（ＨＰＶ16型・18型）に加え、性病

（尖圭コンジローマ）の予防抗原（ＨＰＶ６型・11型）が含まれている。 

 

２ 助成対象開始 

平成２３年９月１５日接種分から助成を開始している 

 

３ 助成金額 

新ワクチンについても全額助成 

（国の基準単価：１５，９３９円/１回あたり） 

 

４ 周知 

足立区ホームページ、医療機関窓口での周知を行った 

 

５ ワクチンの供給量について 

年度内ワクチン供給量９００万本のうち、「ガーダシル」は３００万本の見通しで

ある。 

６ 問題点・今後の課題 

国の助成制度については、平成２４年度の接種費用助成対象年齢の範囲（平成２

３年度は中１～高１相当年齢）や年度内に３回の接種を完了できなかった人に対する

助成の可否について国の方針が未定である。 

 

資料 ４  
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平成２３年度 第２回足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」    平成２３年１１月２１日 

件  名  平成２４年度版子育てガイドブックの作成について 

所 管 部 課  子ども家庭部子ども家庭課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容  

あだち子育てガイドブックは妊産婦、および転入者を対象に区の子育て支援情報や相談

機関の案内など子育てに関する幅広い情報を集約して伝えることを目的に毎年発行す

る。平成２４年版作成に関しては、下記のとおり作成するので報告する。 

記 

１ 発行部数  

20,000冊 

 

２ 配付対象 

妊産婦、子育て中の転入者、希望する区民 

 

３ 配付場所 

区民事務所、保健総合センター、関係所管窓口 

 

４ 平成２４年版変更点 

・図書館情報を追加する。 

 図書館での子供向けイベントや絵本の紹介について 

・父親ハンドブックの内容を統合する。 

・マザーズハローワークなどの情報を追加する。 

・緊急ページに、子育て家庭の備蓄品を追加する。 

・子どもの事故防止のページのイラストを縮小しページを減らす。 

・児童館の乳幼児活動一覧の削除 

 グループの新規設立・廃止が多く、編集中に翌年度のグループ一覧が  確定

しない。２４年度版より案内にとどめ一覧は削除する。 

・地図の凡例や文字の書き方を変更し、見やすくする。 

 

５ 意見募集 

子ども支援専門部会、及び子育て中の区民からのご意見を募集します。 

応募は平成２３年１２月２日までに子ども家庭課の下記アドレスに、メールまた

はＦＡＸにて受付。 

 ・メール件名 ：「平成２４年度版 子育てガイドブック意見」 

 ・Ｅ-Ｍａｉｌ：kosodate@city.adachi.tokyo.jp  

 ・Ｆ Ａ Ｘ ：０３－３８８０－５６４１ 

資料 ５  

mailto:kosodate@city.adachi.tokyo.jp
mailto:kosodate@city.adachi.tokyo.jp�
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平成２３年度 第２回足立区地域保健福祉推進協議会  

 「子ども支援専門部会」   平 成 ２ ３ 年 １ １ 月 ２ １ 日 

件 名 待機児童解消に向けた保育施設等の整備について 

所管部課名 子ども家庭部 保育課・副参事（待機児童対策） 

内 容 

 待機児童解消に向けた保育施設等の整備について、「足立区待機児童アクションプラ

ン」を定め、0-2 歳児に重点を置いて、下記のとおり保育施設等を整備していくこと

とする。 

記 

１ 目標設定の変更 

  

               

             

 

 

（１）過去の保育需要率から将来の保育需要数を推定  

保育需要率の推移と今後の見込み

32.6
32.2

32.4
33.3

33.8 33.734.3
35.235.0

35.7

20.4
21.8

22.4
23.8

24.4 24.3
24.8

26.4

27.8
29.2

20.0

23.0

26.0

29.0

32.0

35.0

14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

％

3-5歳

0-2歳

 

  保育需要率＝（保育所等利用者数＋待機児童数）÷対象年齢人口×100％ 

  平成 21 年からの保育需要率の上昇傾向が続くものとして 27年を推計する。 

（２）整備目標保育定員数 

平成２７年の保育需要率＝３５.０％（保育需要数＝５，５５０名） 

平成２３年度から平成２６年度の目標保育定員数＝９００名 

 

 

 

これまでの保育計画 

① 国の設定する保育整備率

に準拠して目標を設定 

② 全年齢を対象に整備 

今回の整備方針 

① 足立区の実態に即し、４年後

の保育需要の見込みを推計 

② 0-2 歳児に特に重点を置く。 

35.0 

資料 ６  
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２ 待機児童解消に向けた施設整備方針 

（１）足立区の待機児童の３つの特徴 

①「０－２歳児集中傾向」         

   ０－２歳児に９割が集中している。 

②「全地域遍在傾向」          

 全地域にわたって遍在している。 

③「求職中･短時間就労世帯集中傾向」  

   待機児童数のうち、求職中の世帯が約５０％、短時間就労が２５％を占める。 

 

（２）保育サービスごとの態様 

 

（３）足立区の待機児童の状況に適している保育サービスを提供 

   認証保育所・小規模保育室・家庭福祉員を中心に整備 

０歳児から２歳児に重点を置き、足立区の待機児童の状況に適している認証保育

所、小規模保育室、家庭福祉員を中心に整備を進めていく。 

認可保育園については、大規模開発地域など、特定地域に全年齢にわたり相当多

数の待機児童が見込まれる場合に整備していく。 
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（４）年度別の整備予定定員数 

   各年度の保育需要数の見込みに追いつくように整備していく。 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５･２６年度 計 

５２４人 １５６人 ２２０人 ９００人 
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平成２３年度 第２回足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」    平成２３年１１月２１日 

件  名  児童遊園を活用した保育施設の建設について 

所 管 部 課  
子ども家庭部保育課、副参事（待機児童対策） 

みどりと公園推進室公園管理課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容  

青井・中央本町地域の待機児童対策として、下記のとおり保育施設を建設する。 

記 

１ 児童遊園名及び所在地 

（１）青井一丁目児童遊園（面積６８０㎡） 

（２）足立区青井一丁目７番５号 

２ 開設予定年月日 

平成２４年７月１日 

３ 施設概要 

（１） 認可基準を満たす公設保育施設 

（２） 軽量鉄骨造１階建 

４ 定員数等 

（１） ２８名程度 

（２） ０歳児から２歳児まで 

５ 運営主体 

現在、検討中 

６ 建設経費関係 

（１）財源   緊急待機児対策基金を活用予定 

（２）建設経費 ８６，１００ 千円 

７ 説明会 

（１）近隣説明会の開催 

近隣説明会  平成２３年８月３０日実施 

（２）工事説明会の開催 

工事説明会  平成２４年１月末日頃予定  

８ 児童遊園整備 

遊具の撤去、樹木の伐採等について、子ども家庭部及びみどりと公園推進室で調

整する。 

９ 使用期間 

  概ね１０年から１５年（児童遊園休園期間） 

10 今後の方針 

  開設に向け各種手続きを進めていく。 

 

 

 

資料 ７  


